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タクシー準特定地域１増７減 
 

 国土交通省は10月１日、改正タクシー特措法にもとづく準特定地域の新規指定・

解除を決めました。新規指定は静岡・伊豆交通圏（１年前解除されたのが復帰）、解

除は岩手・花巻交通圏、宮城・石巻市、福島・いわき市、愛知・尾張西部交通圏、

広島・尾道市、山口・岩国交通圏、鹿児島・川薩交通圏の７地域。解除された地域

は、2015年度の日車営収・実車キロが規制緩和前の2001年度の水準を上回りました。

公定幅運賃の規制から外れ、増車・新規参入が可能になります。 

 10月１日からの116の準特定地域は以下のとおりです。 

 

 

 
 

北海道
北海道

小樽市、函館交通圏、苫小牧交通圏、帯広交通圏、
釧路交通圏、北見交通圏、
旭川交通圏、（特定指定で除外＝15.11.1札幌交通圏）

7 7

青　森 青森交通圏、八戸交通圏、弘前交通圏 3
岩　手 盛岡交通圏、一関交通圏（解除＝16.10.1＝花巻交通圏） 2
宮　城 （特定指定で除外＝15.6.1仙台市）（解除16.10.1＝石巻市） 0

福　島
福島交通圏、郡山交通圏、会津交通圏、
（解除＝16.10.1いわき市）

3

秋　田 （特定指定で除外＝15.6.1秋田交通圏） 0
山　形 山形交通圏 1

東　京
特別区・武三交通圏、北多摩交通圏、西多摩交通圏
（特定指定で除外＝16.7.1南多摩交通圏）

3

神奈川
県央交通圏、湘南交通圏、小田原交通圏、
（特定指定で除外＝15.8.1京浜交通圏）

3

千　葉

市原交通圏、
（解除＝15.10.1北総交通圏、南房交通圏）
（特定指定で除外＝16.7.1京葉交通圏、東葛交通圏、
千葉交通圏）

1

埼　玉
県北交通圏、県南西部交通圏、県南東部交通圏、
（特定指定で除外＝16.7.1県南中央交通圏）

3

群　馬 東毛交通圏、中・西毛交通圏 2

茨　城
水戸県央交通圏、県西交通圏、県南交通圏、県北交通圏、
鹿行交通圏＝14.10.31追加

5

栃　木
県南交通圏、塩那交通圏、
（特定指定で除外＝16.7.1宇都宮交通圏）

2

山　梨 甲府交通圏 1

タクシー特定地域特措法　準特定地域（2016年10月1日現在）
（全国の営業区域の総数　15年4月1日～　638地域）

運輸
局等

都道
府県

★首長要請による
変遷＝09.10.1最初の指定142地域、14.1.27改正法で準特定地域に移行
155、14.10.31追加1・解除3、15.6.1-特定地域指定で除外19、15.10.1追
加2・解除6、16.7.1特定地域指定で除外8、16.10.1追加１・解除7

計

116

東北

9

関東

20
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新　潟
長岡交通圏、上越交通圏、三条市Ａ、新発田市Ａ、
柏崎市Ａ★、（特定指定で除外＝15.8.1新潟交通圏）

5

長　野
松本交通圏、上田市Ａ、飯田市Ａ、
（特定指定で除外＝15.8.1長野交通圏）

3

富　山
高岡・氷見交通圏、砺波市B・南砺市★、
（特定指定で除外＝16.7.1富山交通圏）

2

石　川 南加賀交通圏、（特定指定で除外＝15.8.1金沢交通圏） 1

愛　知

名古屋交通圏、知多交通圏、尾張北部交通圏、
西三河北部交通圏、西三河南部交通圏、
(解除＝14.10.31東三河南部交通圏)、
（解除＝16.10.1尾張西部交通圏）

5

静　岡

静清交通圏、沼津・三島交通圏、富士・富士宮交通圏、
藤枝・焼津交通圏、磐田・掛川交通圏、浜松交通圏、
伊豆交通圏＝16.10.１追加、
（解除＝15.10.1伊豆交通圏★）

7

岐　阜
大垣交通圏、高山交通圏★、美濃・可児交通圏、
東濃東部交通圏★、東濃西部交通圏＝15.10.1追加、
（解除＝15.10.1岐阜交通圏）

5

三　重 津交通圏、（解除＝15.10.1松阪交通圏） 1
福　井 福井交通圏、武生交通圏★ 2

大　阪
北摂交通圏、河北交通圏、河南Ｂ交通圏、河南交通圏、
（解除＝14.10.31泉州交通圏）、
（特定指定で除外＝15.11.1大阪市域交通圏）

4

京　都 京都市域交通圏 1

兵　庫
姫路・西播磨交通圏、東播磨交通圏、
（特定指定で除外＝15.9.1神戸市域交通圏）

2

奈　良
生駒交通圏、中部交通圏、
（特定指定で除外＝15.7.1奈良市域交通圏）

2

滋　賀
大津市域交通圏、湖東交通圏、湖南交通圏、中部交通圏、
湖北交通圏＝15.10.1追加

5

和歌山 和歌山市域交通圏 1

広　島
呉市Ａ、福山交通圏、東広島市
（特定指定で除外＝15.7.1広島交通圏）、
（解除＝15.10.1三原市）、（解除16.10.1＝尾道市）

3

鳥　取 鳥取交通圏、米子交通圏、倉吉交通圏★ 3
島　根 松江交通圏、出雲交通圏 2
岡　山 岡山市、津山市、（特定指定で除外＝15.8.1倉敷交通圏） 2

山　口
山口市、下関市、宇部市、周南市、防府市、
（解除＝16.10.1岩国交通圏）

5

香　川 高松交通圏、中讃交通圏 2
徳　島 徳島交通圏 1
愛　媛 松山交通圏、東予交通圏、今治交通圏 3
高　知 高知交通圏 1

福　岡
大牟田市、筑豊交通圏、
（特定指定で除外＝15.8.1北九州交通圏、
15.11.1福岡交通圏、16.7.1久留米市）

2

佐　賀 佐賀市、唐津市 2
長　崎 佐世保市、諫早市、（特定指定で除外＝15.8.1長崎交通圏） 2
宮　崎 延岡市、都城交通圏、（特定指定で除外＝15.8.1宮崎交通圏） 2
熊　本 八代交通圏、（特定指定で除外＝15.6.1熊本交通圏） 1
大　分 別府市、（特定指定で除外＝15.7.1大分市） 1

鹿児島

鹿児島空港交通圏
（解除＝14.10.31鹿屋交通圏）、
（特定指定で除外＝15.8.1鹿児島市）、
（解除＝16.10.1川薩交通圏★）

1

沖縄 沖　縄 沖縄本島 1 1

四国

7

九州

11

中部

20

近畿

15

中国

15

北陸
信越

11


